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	第１章　総則
	第1条　本会はラリグラス・ジャパンと称する。英文では、LALIGURANS JAPANと表示する。略称をＬＪとする
	第2条　本会は、事務所を東京都におく。郵便あて先は、東京都港区白金３－１０－２１とする。
	第3条　本会はネパールにおいて、学校教育、医療サービスの恩恵を受けられない、又は職業訓練、リハビリ
	テーション等の機会を受けられない子どもと女性に対しての助成に関する非営利事業を行う。
	第4条　本会は、本会の目的を達成するため、次に掲げる非営利活動を行う。

	第２章　会員
	第5条　本会の会員は、次の２種とする。
	第6条　本会の会員になろうとする者は、入会申込書を代表理事に提出し、会費を納入することにより会員となることができる。
	第7条　会員は、本人の申し出により、任意に退会することができる。
	第8条　代表理事は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。ただし、緊急の必要があるとき�
	第9条　この会は、会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金品を返還しない。

	第３章　役員及びアドバイザー
	第10条　本会は、役員として、次の各号に掲げる理事及び監事をおく。
	第11条　役員は、それぞれ正会員のうちから理事会で選任し、総会の議決により決定する。
	第12条　代表理事及び共同代表理事（以下、「代表理事等」という）は、本会を代表し、その業務を統轄する。
	第13条　役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
	第14条　役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退任したものとする。�（１）　任期が満了し、再任されなかったとき。�（�
	第15条　役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決数により、当該役員を解任することができる。た
	第16条　本会には、若干名のアドバイザーをおくことができる。アドバイザーの任期は、特にこれを定めない。本人の申し出若しくは理事会の決
	第17条　アドバイザーは、その専門的知識、技能、社会経験を生かして、本会が目的をよりよく達成できるように役員に対して阑
	第18条　アドバイザーは、理事会が推薦し、本人の承諾を得て委嘱し、総会に報告する。

	第４章　会議
	第19条　本会の会議は、総会及び理事会の２種とする。
	第20条　総会は正会員をもって構成する。
	第21条　総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
	第22条　通常総会は、毎年１回、毎事業年度終了後３カ月以内に開催する。本会の事業年度は別に定める。�２．　臨時�
	第23条　総会は、この定款に別に定めるもののほか、代表理事が招集する。
	第24条　総会の議長は、出席した正会員のうちから選出する。
	第25条　総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。
	第26条　総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
	２．　総会において、２３条第３項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を�
	第27条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
	第28条　理事会は、理事をもって構成する。�２．　監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
	第29条　理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。�（１）　総会に付議すべき事項��
	第30条　理事会は、原則として月１回開催するほか、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
	（１）　代表理事が必要と認めたとき
	（２）　理事のうち２名以上から理事会に付議すべき事項を示して代表理事に招集の請求があったとき
	（理事会の招集）
	第31条　理事会は、代表理事が招集する。
	２．　代表理事は、前条第２号の規定による請求があったときは、その日から１５日以内に理事会を招集しなければならない。
	３．　理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び付議する事項を示し、少なくとも開催日の１週間前　までに招�
	（理事会の議長）
	第32条　理事会の議長は、代表理事又は共同代表理事若しくは副代表理事等が指名した者がこれにあたる。��（理事会の定贂
	第33条　理事会は、理事総数の３分の２以上の出席がなければ、開会することができない。��（理事会の議決）
	第34条　理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長が決する。
	第35条　理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
	第36条　総会又は理事会に出席しない会議構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は会議構成員である代理人をもって�

	第５章　資産及び会計
	第37条　本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
	第38条　本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。
	第39条　本会の事業計画及び収支予算は、毎年度ごとに理事会が作成し、総会の議決を経なければならない。
	第40条　本会の事業報告、収支計算書、財産目録及び貸借対照表は、理事会が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査。

	第６章  定款の変更、解散等
	第41条　本会が、定款を変更しようとするときは、正会員総数の２分の１が出席した総会において、出席した
	正会員の過半数の議決を経なければならない。可否同数のときは、議長の決するところによる。
	第42条　本会は次の各号に掲げる事由により解散する。
	第43条　本会は、総会において出席した正会員の４分の３以上の議決を経なければ合併することができない。
	第44条　本会が解散の際に有する残余財産は、総会の議決を経て選定された団体に譲渡するものとする。

	第７章　雑則
	第45条　本会は、事務を処理するため理事をもって事務局とする。
	第46条　本会の公告は、本会のホームページに掲示する。
	第47条　この定款の実施に関して必要な規則は、理事会の決定により定める。
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